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第９期滝川市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画の概要

■計画の位置づけ

(1) 老人福祉法
・「市町村は、老人居宅生活支援事業及び老人福祉施設による事業の供給体制の確保

に関する計画（以下「市町村老人福祉計画」という。）を定めるものとする。」（第

二十条の八第一項）

・「市町村老人福祉計画は、介護保険法第百十七条第一項に規定する市町村介護保険

事業計画と一体のものとして作成されなければならない。」（第二十条の八第七項）

(2) 介護保険法
・「市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業

に係る保険給付の円滑な実施に関する計画（以下「市町村介護保険事業計画」とい

う。）を定めるものとする。」（百十七条第一項）

・市町村介護保険事業計画は、老人福祉法第二十条の八第一項に規定する市町村老人

福祉計画と一体のものとして作成されなければならない。」（百十七条第六項）

■計画期間

本計画の期間は、令和６年度から令和８年度までの３年を１期として策定する。

■策定体制

(1) 本計画は、「滝川市保健医療福祉推進市民会議」を統括機関にして、その内部組織に
「計画策定専門部会」を設置し、その計画策定の答申を基に策定する。

滝川市保健医療福祉推進市民会議
保健・医療・福祉関係団体等の代表者、医療職、学
識経験者などにより選出される 12名で構成

計画策定専門部会
市民会議委員７名、臨時委員２名（滝川地
域介護サービス事業者連絡協議会選出１
名、被保険者代表１名）の９名で構成

資料２



第６期計画
 2015 
～2017

2025

第８期計画

 2021
 ～2023

2018

団塊世代が75歳に

第９期計画

 2024（令和6年）
 ～2026（令和8年）

○次期計画期間中には、団塊の世代が全員７５歳以上となる２０２５年を迎えることになる。
○また、高齢者人口がピークを迎える２０４０年を見通すと、８５歳以上人口が急増し、医療・介護双方の
ニーズを有する高齢者など様々なニーズのある要介護高齢者が増加する一方、生産年齢人口が急減するこ
とが見込まれている。

○さらに、都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなど、これまで以上に中長期的な地域の人口動態や
介護ニーズの見込み等を踏まえて介護サービス基盤を整備するとともに、地域の実情に応じて地域包括ケ
アシステムの深化・推進や介護人材の確保、介護現場の生産性の向上を図るための具体的な施策や目標を
優先順位を検討した上で、介護保険事業計画に定めることが重要となる。

○第９期計画においても、引き続き地域包括ケアシステム構築のための事業を深化・推進させていく。

第9期介護保険事業計画における国の基本的な考え方
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第７期計画

 2018
 ～2020

第10期計画

 2027
 ～2029

2040年以降も見据えた中長期的な見通し

2040年までの見通し



いつまでも元気に暮らすために･･･  

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※　地域包括ケアシステムは、おおむね３０
分以内に必要なサービスが提供される日
常生活圏域（具体的には中学校区）を単
位として想定

■在宅系サービス：
・訪問介護　・訪問看護　・通所介護　
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス
  　（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護） 等

　・自宅
　・サービス付き高齢者向け住宅 等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護
・特定施設入所者生活介護
　　　　　　　　　　　　　　　　等

日常の医療：
　・かかりつけ医、有床診療所
　・地域の連携病院
　・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO　等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
　急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･  

医　療 介護が必要になったら･･･  

　　　介　護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について

○　団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年（令和７年）を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域
で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に
提供される地域包括ケアシステムの構築を実現。

○　今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域
包括ケアシステムの構築が重要。

○　人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○　地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の
特性に応じて作り上げていくことが必要。
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　【財源構成】

国　               25%

都道府県　 12.5%

市町村　　　12.5%

1号保険料　　23%

2号保険料　　27%

　【財源構成】

国               38.5%

都道府県　19.25%

市町村　　 19.25%

1号保険料 　  23%

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
　　・訪問型サービス
　　・通所型サービス
　　・生活支援サービス（訪問型サービスC等）
　　・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業　

○ 地域包括支援センターの運営
（左記に加え、地域ケア会議の充実）

○ 在宅医療・介護連携の推進
○ 認知症施策の推進
（認知症初期集中支援チーム、認知症地域支援推進員 等）

○ 生活支援サービスの体制整備
（コーディネーターの配置、協議体の設置等）

介護予防給付（要支援1～２）

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

介護給付（要介護1～５）

介護保険制度
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１．被保険者数の推移
各年度9月末

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

6,689 6,601 6,646 6,560 6,255

4,876 4,909 4,790 4,751 4,820

2,221 2,274 2,362 2,459 2,589

13,786 13,784 13,798 13,770 13,664

13,821 13,897 13,973 13,775 13,747

40,543 39,959 39,383 38,893 38,259

34.00 34.50 35.04 35.40 35.71

34.20 34.80 35.40 35.40 35.80

２．要介護認定者数の推移
各年度9月末

増加率

計画 実績 計画 実績 (R4/H30)

226 241 299 289 342 295 371 1.64 

430 435 451 454 463 465 434 1.01 

462 484 472 486 498 495 493 1.07 

426 424 428 449 434 459 412 0.97 

331 297 311 327 295 334 313 0.95 

302 296 289 306 279 316 287 0.95 

218 175 139 150 109 154 109 0.50 

2,395 2,352 2,389 2,461 2,420 2,518 2,419 1.01 

65歳以上75歳未満

75歳以上85歳未満

85歳以上

第1号被保険者合計

　　　〃　　　(計画値)

総人口

高齢化率

　　〃　　　(計画値)

令和３年度 令和４年度

要 支 援 １

要 支 援 ２

要 介 護 １

要 介 護 ２

要 介 護 ３

要 介 護 ４

要 介 護 ５

合　　　　計

平成３０年度 令和元年度 令和２年度

218 175 139 150 109 154 109

302 296 289 306 279
316

287

331
297 311 327

295
334

313

426
424 428 449

434
459

412
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484 472

486
498

495
493

430
435 451
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434
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342
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371
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計画 実績 計画 実績

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度

平成30年～　要介護認定者数

要 支 援 １

要 支 援 ２

要 介 護 １

要 介 護 ２

要 介 護 ３

要 介 護 ４

要 介 護 ５

人
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人
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- 5 -



３．介護給付費の推移

単位：千円

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度（予算）

計画 1,683,627 1,684,731 1,686,067 1,430,605 1,493,090 1,540,783

実績 1,574,202 1,349,013 1,312,193 1,253,253 1,167,035 1,297,523

計画－実績 109,425 335,718 373,874 177,352 326,055 243,260

計画 1,661,675 1,756,040 1,852,123 1,778,486 1,878,078 2,027,140

実績 1,539,626 1,609,731 1,595,316 1,603,741 1,617,273 1,829,734

計画－実績 122,049 146,309 256,807 174,745 260,805 197,406

計画 299,791 302,918 306,494 265,858 267,061 273,271

実績 272,430 257,878 251,313 210,558 176,191 205,989

計画－実績 27,361 45,040 55,181 55,300 90,870 67,282

計画 3,645,093 3,743,689 3,844,684 3,474,949 3,638,229 3,841,194

実績 3,386,258 3,216,622 3,158,822 3,067,552 2,960,499 3,333,246

計画－実績 258,835 527,067 685,862 407,397 677,730 507,948

（令和５年度は予算額）

　(1)令和３年度介護給付費の主な増減理由
　　①近隣自治体の介護療養型医療施設の介護病床から医療病床への転換による減
　　②Ｒ３制度改正による特定入所者介護サービス費の見直しによる給付費減
　　③小規模多機能型居宅介護施設開設（Ｒ２．１１）による利用者増

　(2)令和４年度介護給付費の主な増減理由
　　①新型コロナウイルス感染症蔓延により影響を受けた介護サービス事業者の稼働率の減
　　②Ｒ３制度改正による特定入所者介護サービス費の見直しによる給付費減

施設給付費

居宅給付費

その他給付費

給付費合計

1,574,202

1,349,013
1,312,193

1,253,253

1,167,035

1,297,523

1,539,626
1,609,731 1,595,316 1,603,741 1,617,273

1,829,734

3,386,258

3,216,622 3,158,822

3,067,552
2,960,499

3,333,246
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1,800,000

2,000,000

平成３０年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度（予算）
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2,000,000

2,250,000
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H30～　介護給付費の推移

施設給付費 居宅給付費 給付費合計(計画) 給付費合計(実績)

単位：千円
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給付額 （単位：千円）

計画 実績 差引 計画 実績 差引 計画 予算 差引 計画 実績見込 差引

3,474,949 3,067,552 407,397 3,638,229 2,960,499 677,730 3,841,194 3,333,246 507,948 10,954,372 9,361,297 1,593,075

1,120,056 1,045,319 74,737 1,181,498 1,026,468 155,030 1,280,137 1,177,432 102,705 3,581,691 3,249,219 332,472

訪問介護 122,352 92,391 29,961 129,172 93,304 35,868 141,805 103,442 38,363 393,329 289,137 104,192

訪問入浴 9,659 9,717 -58 10,371 12,180 -1,809 11,083 13,237 -2,154 31,113 35,134 -4,021

訪問看護 46,065 41,336 4,729 47,948 42,485 5,463 49,971 52,659 -2,688 143,984 136,480 7,504

訪問リハビリ 26,305 23,538 2,767 26,818 21,486 5,332 29,087 23,920 5,167 82,210 68,944 13,266

居宅療養管理指導 11,990 9,868 2,122 12,328 9,877 2,451 13,524 9,934 3,590 37,842 29,679 8,163

通所介護 209,801 216,212 -6,411 228,257 196,826 31,431 247,840 222,321 25,519 685,898 635,359 50,539

通所リハビリ 81,478 74,433 7,045 82,260 69,396 12,864 86,615 76,469 10,146 250,353 220,298 30,055

短期入所生活 42,213 26,829 15,384 45,225 22,316 22,909 46,383 33,249 13,134 133,821 82,394 51,427

短期入所療養 10,599 6,874 3,725 11,618 4,781 6,837 13,802 7,543 6,259 36,019 19,198 16,821

特定施設入居者 348,082 333,217 14,865 369,897 339,753 30,144 413,655 404,338 9,317 1,131,634 1,077,308 54,326

福祉用具貸与 66,549 70,461 -3,912 68,888 74,660 -5,772 72,135 81,739 -9,604 207,572 226,860 -19,288

福祉用具販売 4,340 5,179 -839 4,340 4,581 -241 4,340 4,799 -459 13,020 14,559 -1,539

住宅改修 12,848 11,222 1,626 12,848 8,555 4,293 12,848 12,675 173 38,544 32,452 6,092

居宅介護支援 127,775 124,042 3,733 131,528 126,268 5,260 137,049 131,107 5,942 396,352 381,417 14,935

1,430,605 1,253,253 177,352 1,493,090 1,167,035 326,055 1,540,783 1,297,523 243,260 4,464,478 3,717,811 746,667

介護老人福祉施設 846,859 754,873 91,986 866,548 718,021 148,527 886,236 782,117 104,119 2,599,643 2,255,011 344,632

介護老人保健施設 493,023 449,679 43,344 517,528 437,897 79,631 545,533 467,349 78,184 1,556,084 1,354,925 201,159

介護療養型医療施設 90,723 41,507 49,216 109,014 4,291 104,723 109,014 4,272 104,742 308,751 50,070 258,681

介護医療院 0 7,194 -7,194 0 6,826 -6,826 0 43,785 -43,785 0 57,805 -57,805

658,430 558,422 100,008 696,580 590,805 105,775 747,003 652,302 94,701 2,102,013 1,801,529 300,484

認知症通所介護 14,857 4,637 10,220 19,746 4,289 15,457 26,249 4,636 21,613 60,852 13,562 47,290

地域密着型通所介護 26,220 13,743 12,477 26,220 14,782 11,438 27,496 20,496 7,000 79,936 49,021 30,915

認知症共同生活 420,128 357,447 62,681 444,556 375,490 69,066 462,729 407,532 55,197 1,327,413 1,140,469 186,944

小規模多機能 184,390 170,468 13,922 186,219 181,716 4,503 196,682 205,897 -9,215 567,291 558,081 9,210

定期巡回型訪問介護看護 12,835 12,127 708 19,839 14,528 5,311 33,847 13,741 20,106 66,521 40,396 26,125

154,468 119,277 35,191 153,652 92,593 61,059 157,151 106,483 50,668 465,271 318,353 146,918

109,082 88,906 20,176 111,048 81,202 29,846 113,697 97,050 16,647 333,827 267,158 66,669

2,308 2,375 -67 2,361 2,396 -35 2,423 2,456 -33 7,092 7,227 -135

訪問介護

訪問入浴

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所介護

通所リハビリテーション

短期入所生活介護

短期入所療養介護

福祉用具貸与

福祉用具販売

住宅改修

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護療養型医療施設

認知症対応型通所介護

地域密着型通所介護

第８期計画値との比較

令和３年度 令和４年度 令和５年度 ３ヶ年合計

保険給付費計

居宅介護サービス給付費

施設介護サービス給付費

地域密着型介護サービス

特定入所者介護

高額介護サービス

審査支払手数料

サービス名称 サービス内容 市内サービス事業所

ホームヘルパーが利用者宅を訪問して食事や入浴、排泄の介助等の身体介護や炊事、掃除
等の生活援助を行います。

社会福祉協議会訪問介護事業所、訪問介護事業所土筆、ヘルパーステイションあると、じゅ
せん指定訪問介護事業所、訪問介護事業所ゆい、ヘルパーステーションひなた、ヘルパース
テーションちゃいむ　７か所

浴槽を積んだ移動入浴車などで看護師や介護員が家庭を訪問して、入浴の介助を行いま
す。

アースサポート滝川　１か所

看護師などが利用者宅を訪問し主治医の指示による療養上の世話や必要な診療の補助を
行います。

滝川地域訪問看護ステーション、訪問看護ステーションこうよう、訪問看護ゆうゆう、滝川市立
病院訪問看護室、えべおつファミリークリニック、訪問看護ステーションぴぴ　６か所

理学療法士や作業療法士などが家庭を訪問して、心身の機能回復や日常生活の自立を助け
るためのリハビリテーションを行います。

滝川市立病院、訪問リハビリテーション部門らいらっく、滝川脳神経外科病院　３か所

医師、歯科医師、薬剤師等が家庭を訪問して、必要な指導を行うことにより、在宅で安心して
療養できるよう支援します。

定員１９名以上のデイサービスセンター等で食事、入浴などの日常生活上のための支援、世
話や機能訓練を日帰りで行います。

デイサービスセンターすずかけ、西町デーサービスセンター、見晴デイサービスセンター、デイ
サービス土筆、デイサービスセンターこうよう、リハ　ヒーリング・ハーブ　６か所

介護老人保健施設、医療機関等の施設で、理学療法、作業療法やその他必要なリハビリ
テーションを受けることにより、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を図ります。

通所リハビリテーションそよかぜ、老人保健施設ナイスケアすずかけ、通所リハビリテーション
あえる　３か所

介護老人福祉施設等に一時的に短期間入所し（連続30日まで）、食事、入浴、排せつ等の介
護や日常生活上の支援、世話等を行います。

特別養護老人ホーム緑寿園　１か所

介護老人保健施設や介護療養型医療施設等に一時的に短期間入所し（連続30日まで）、医
学的管理下のもとに介護、機能訓練等のほか、必要な医療や日常生活上の支援、世話を行
います。

老人保健施設ナイスケアすずかけ、介護老人保健施設シーザーズ　２か所

特定施設入居者生活介
護

有料老人ホームやケアハウスに入居している要介護者等に、食事、入浴、排せつ等の介護や
その他の日常生活の世話、機能訓練及び療養上の支援を行います。

カーサシーザース(定員39名)、フルールハピネスたきかわ(定員56名)、介護付き有料老人
ホームあおぞら(定員55名)、カーサシーザーズ３－３（定員52名）、養護老人ホーム緑寿園（定
員20名）、滝川市ケアハウス緑寿園（定員20名）　６か所　計242名

車いすやベット等の日常生活上の便宜を図る福祉用具を貸与します。
エア・ウォーター・ライフサポート滝川営業所、西出福祉サービス空知、マルベリーさわやかセ
ンター空知　３か所

福祉用具のうち、貸与になじまないポータブルトイレや入浴補助用具等について、年間10万
円を限度に購入費の９割を支給します。

エア・ウォーター・ライフサポート滝川営業所、西出福祉サービス空知、マルベリーさわやかセ
ンター空知、リビングナカジマ　４か所

小規模な一定の住宅改修を行った時に、住宅改修費を支給します。支給額は、実際の改修
費の９割相当額で、支給限度基準額（20万円）の９割（18万円）が上限となります。

居宅介護支援・介護予防
支援

要介護（要支援）認定者が居宅で適切なサービスを受けられるように心身の状況、希望等を
踏まえたケアプランを作成します。要支援１、２の認定を受けた方は滝川市地域包括支援セン
ターがケアプラン（介護予防サービス計画）を作成します。要介護１～５の認定を受けた方は、
居宅介護支援事業所がケアプラン（居宅サービス計画）を作成します。

医療法人シーザーズメディケア指定介護支援事業所ゆうゆう、居宅介護支援事業所土筆、居
宅介護支援事業所すずらん、居宅介護支援事業所こうよう、指定居宅介護支援事業所サンカ
ヨウ、居宅介護支援事業所あじさい、居宅介護支援事業所すずかけ、滝川市地域包括支援
センター　８か所

食事、入浴、排せつ等の日常生活の世話、機能訓練及び健康管理等生活の質の向上のため
の援助を行う入所施設です。

特別養護老人ホーム緑寿園(定員200名)

看護や医学的管理下における介護、機能訓練その他必要な医療を受けながら、在宅生活へ
の復帰を目指す方が入所する施設です。

老人保健施設ナイスケアすずかけ(定員100名)、介護老人保健施設シーザーズ（定員70名）

長期にわたる療養が必要な方が医療や介護を受ける施設です。 市内事業所なし

認知機能が低下し、日常生活に支障が生じている要介護者等に対して、食事、入浴、排せつ
などの日常生活の世話、機能訓練を提供します。

市内事業所なし

定員１８名以下のデイサービスセンター等で食事、入浴などの日常生活上のための支援、世
話や機能訓練を日帰りで行います。

スロウ滝川、カラダラボ滝川、デイサービスなお、トータルサポートリアル　４か所

認知症対応型共同生活
介護

認知症の状態にある要介護者等に対して、共同（５～９人）生活を行う住居内において、食
事、入浴等の介護を行うことにより、認知症の進行を穏やかにし、安定した健やかな生活を送
れるよう支援します。

グループホームコスモス(定員18名)、グループホームカルミア(定員18名)、グループホームと
もだちの家(定員18名)、グループホーム土筆(定員18名)、ニチイケアセンター滝川(定員18
名)、グループホームくらす(定員9名)、ニチイケアセンターせせらぎ公園(定員9名)、グループ
ホーム土筆の郷(定員18名) 計8か所　計126名　

小規模多機能型居宅介
護

「通い」を中心に、利用者の様態や希望に応じて、随時「訪問」や「泊まり」を組み合わせて、食
事、入浴、排せつ等の介護や日常生活の世話及び機能訓練などを行います。

小規模多機能型居宅介護てらす(定員21名)、ニチイケアセンターせせらぎ公園(定員29名)、小
規模多機能型居宅介護土筆の郷(定員29名)、小規模多機能型居宅介護土筆(定員18名)　４
か所97名

定期巡回型訪問介護看
護

介護職員と看護士が一体または密接に連携し、定期的に訪問します。また、利用者の通報や
電話などに対して随時対応します。

年　度
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